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第6章 課題解決に向けた対応方針 

計画課題および現状を踏まえ、課題解決に向けた対応方針を示す。 

6.1 計画課題に関する現状の交通流動の整理 

計画課題を軸に現況の交通流動を整理したものを以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.1 計画課題と現況の交通流動の関係 

自動車や公共交通等、 

各種交通相互の連携強化に

よる総合交通体系の構築 

安全かつ円滑な 

交通体系の構築 

環境に配慮した持続性の 

高い交通体系の構築 

県外等との広域的な交流や 

・人口・生活サービス施設等の郊外立地・分散化により郊外部のト

リップが増加 

・郊外部の地域拠点の拠点性は向上したものの、広域拠点を含

め、都心部の拠点では求心性・拠点性が低下 

・モータリゼーションの進展に伴い、トリップ長によらず、自動車依存

が進行 

・鉄道駅・バス停へのアクセス状況に関わらず、公共交通利用は低

い 

・高齢者の自動車利用の高まり、高齢者数の増加により、高齢者

に関連する事故が増加 

・交通量の多い時間帯における事故が多発 

・自転車・徒歩利用が都市圏全体で低下し、自動車に転換 

・特に、短距離トリップに関する転換が著しい 

・高齢化および高齢者の免許保有率増加に伴い、高齢者自動車

トリップが増加 

・他年齢層と比較して、高齢者の公共交通利用は高いものの、自

動車依存傾向は増加

・県内への流入、県外への流出がともに増加 

・県外からの来訪者の都市圏内トリップは、1 箇所立ち寄りが多い

が、都市圏内トリップでは、鉄道利用が多い 

・自市および隣接市町からの私用目的トリップが集中している。 

・中心市街地内移動では自動車・自転車・徒歩という私的交通利

用が多い 

集約型都市構造を支える 

交通体系の構築 

<計画課題> <現況> 
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6.2 課題解決に向けた対応方針 

前項の計画課題に対する現況より、課題について、都市圏内での動き方を考慮した類型化を

行い、その動きごとに課題解決に向けた対応方針を検討する。 

 

6.2.1 「拠点」に関する課題とその対応方針 

課題：都市機能が集積した魅力ある集約拠点の形成 

中心市街地の魅力向上 

各拠点を中心とした人口の集約化 
 
方針① 拠点内における居住空間の確保 

拠点への居住を促進するに際しては、拠点内の居住空間の確保が必要である。 
そのためには、拠点内において居住が促進される施策へインセンティブを講じる取り組

みが効果的であり、例えば、既存建築物のリノベーションによる魅力的な居住空間の確

保や土地利用の再編等による居住施設の質的・量的増加などが必要である。 
 
方針② 拠点外における土地利用の抑制 

拠点外に施設の立地が進むことは、本県が目指す集約型都市構造に逆行する動きである

ことから、適正な土地利用コントロールを行うとともに、市町を主体とした立地適正化

計画の策定などを通して、拠点内への施設立地を誘導することが必要である。 
 
方針③ 拠点内居住の促進 

拠点内への居住を促進するためには、既に各市町で実施されている支援・優遇措置など

の補助制度の拡大や、タイムリーな情報提供などが必要である。 

 

6.2.2 「拠点間移動」に関する課題とその対応方針 

課題：拠点間を繋ぐ公共交通軸の強化 

安全安心で、円滑な交通の確保 
 
方針① 拠点間公共交通のサービス水準の向上 

拠点間をつなぐ鉄道やバス交通のサービス水準の向上を図り、拠点間交通の利便性向上

を図る。 
サービス水準の向上に当たっては、地域公共交通網形成計画や地域公共交通再編実施計

画の策定などにより、運行本数の増便や新駅整備の検討など、地域にとって 適な公共

交通ネットワークの実現を図ることが必要である。 
 
方針② 骨格となる道路網の強化 

県内の道路網は、全国平均と比較して整備率や面積あたりの整備延長が高く、公共交通

網に対し、非常に強固なネットワークを構成している。 
しかしながら、大規模災害時における代替性が十分に確保できていないことや、慢性的

な渋滞により環境・経済面での損失が生じていること、四国の中枢拠点としての役割を

果たすために必要不可欠な、空港、鉄道、港湾などの広域交通結節点と幹線道路ネットワ

ークとのアクセスが十分とは言えないことから、効果的な道路整備や、既存道路を「賢く

使う」ことなどにより、公共交通網と連携し、相互補完できる強固なネットワークの構築

が必要である。 
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6.2.3 「拠点内移動」に関する課題とその対応方針 

課題：代表交通と端末交通の乗継利便性向上 

快適な歩行者・自転車空間の確保 

外出を支援する公共交通の利便性の向上 

病院へのアクセス性向上 
 
方針① 拠点内主要駅の結節機能向上 

運行本数の増便やダイヤの改正など、鉄道のサービス内容を向上させたとしても、鉄道

駅から目的地へのイグレス交通（端末交通）が脆弱であれば、鉄道利用の促進が円滑に進

まないことが想定される。 
そのため、拠点内主要駅において、わかりやすい情報案内や接続するバス交通の利便性

向上、駅前広場の機能向上を図るなど、交通結節機能の向上を図ることが必要である。 
 
方針② 歩行者・自転車空間の確保 

拠点内の移動においては、徒歩・自転車走行が主体となることから、快適で安全な移動

空間の確保が求められる。 
そのため、都市計画道路の整備や既存道路の空間再編を行うことにより、歩行者や自転

車利用者にとって快適な走行空間の確保が必要である。 
 
方針③ 駅・バス車両等の公共交通のユニバーサル・デザイン化 

高齢化社会の進行、移動困難者への対応としては、鉄道やバス車両、及び乗降場所であ

る駅・バス停などのユニバーサル・デザイン化の促進を図る必要がある。 
 
方針④ 拠点内の周遊交通環境の向上 

拠点内のトリップ量を増加させることにより、拠点のにぎわいが創出されるものと考え

られる。その結果、拠点内の施設の充実化が図られるなど、より魅力的な拠点の形成につ

ながるものと考えられる。 
そのためには、拠点内周遊を支える交通モードを確保し、拠点内の活性化を図る必要が

ある。 

 

6.2.4 「拠点内外移動」に関する課題とその対応方針 

課題：拠点へのアクセス性向上 
 
方針① 鉄道駅へのアクセス性向上 

本県の集約型都市構造は、鉄道駅を核とする都市構造を目指しており、拠点間の移動に

関しては、鉄道での移動が促進されるものと想定している。 
そのためには、誰もが鉄道駅にアクセスしやすい環境を整えることが不可欠であり、バ

ス網および道路網の整備により、鉄道駅へのアクセス性の確保、ひいては拠点全体への

アクセス性向上を図る必要がある。 
 
方針② 駅・バス車両等の公共交通のユニバーサル・デザイン化 

高齢化社会の進行、移動困難者への対応としては、鉄道やバス車両、及び乗降場所であ

る駅・バス停などのユニバーサル・デザイン化の促進を図る必要がある。 
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6.2.5 「都市圏全体」に関する課題とその対応方針 

課題：自動車に過度に依存しない交通体系の構築 
 
方針① 公共交通等低炭素モビリティの利用促進 

本県においては、移動距離に関係なく、自動車が利用される傾向にある。 
一方、短距離の場合は、自動車ではなく、徒歩や自転車による移動が、移動時間の点の

みならず、健康維持の面からの有効であるといえる。 
また、長距離の場合であっても、鉄道やバス交通により、不自由なく移動ができるトリ

ップも多いものと考えられる。 
従って、都市圏の移動者が自ら判断を行い、公共交通等を含めた低炭素で環境にやさし

い交通手段の利用促進がなされるよう、働きかけを行うことが必要と考えられる。 

 

6.2.6 都市圏周辺地域及び島嶼部における課題とその対応方針 

課題：中山間地域や島嶼部のコミュニティ機能の維持              
  

方針① 中山間地域の生活サービスや地域活動の維持 

小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所などの生活サービスや

地域活動を、歩いて動ける範囲でつなぎ、各集落間をコミュニティバスなどで結ぶこと

で、人々が集い、交流する機会を広げ、新しい集落地域の再生を目指す「小さな拠点」の

形成について、関係部局や関係機関と連携して取り組みを行うことが必要と考える。 
 
方針② 島嶼部のコミュニティ拠点と都市圏の交流の確保 

海上部においては、交通手段の選択肢が限定していることから、港におけるアクセス機

能の強化など、利用しやすい環境整備を図ることにより、都心部と島嶼部を一体的に捉

えた対外的アピールの高いエリアの形成を目指すことが必要と考える。 

 
 

 
出典：国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～ 

 
 



第 7 章 取り組むべき施策 

7-1 

第7章 取り組むべき施策 

7.1 施策の体系 

前章で整理した課題解決に向けた対応方針を踏まえ、香川県が目指す集約型都市構造の転

換を図っていくためには、土地利用政策と交通政策とが連携して、施策を展開していくことが

必要である。 
そこで、本計画における施策の体系を以下のとおり設定する。 

 
 
 

【課題解決に向けた対応方針】          【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1 対応方針を踏まえた施策の体系 
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【土地利用】拠点内居住の促進 

・ 集約型都市構造を推進するためには、都市構造を構成する拠点が、魅力あるものにな

ることが重要である。 
・ 将来にわたり、県民が不自由なく生活を送るためには、自動車に頼ることなく、可能

であれば、徒歩や自転車で、身近な距離にある買い物、医療等の生活するうえで必要

な施設に移動できることが条件となる。 
・ そのためには、鉄道駅や役所等を中心に施設集積を図り、拠点内の居住者を増加させ

るとともに、拠点外への転居等を抑制することが必要である。 
・ そこで、拠点内の居住施設の魅力を高めることとともに、拠点内居住者に対する優遇

措置を講じることにより、拠点内への居住の促進を図っていく。 
・ その際、都市再生特別措置法による立地適正化計画制度の活用も検討する。 

 

【土地利用】適正な土地利用コントロール 

・ 拠点への集中を図るためには、前述した拠点内居住を促進するだけでなく、拠点外に

おける居住・施設立地を抑制することが必要である。 
・ ここで、これまでの 20 年間の都市形成の変遷をみると、都市間を連絡する幹線道路

網の整備により、都市と都市の中間の郊外部における幹線道路沿線等において、ロー

ドサイド型の商業施設や住宅地の立地が進んできた。これが現在の中心部の希薄化、

求心性の低下にもつながり、公共交通利用者数の減少の一因にもなっている。 
・ したがって、無秩序な郊外部の立地の進展は、中心部の賑わいや求心性の低下に大き

な影響を及ぼすことから、道路の機能・役割に応じた沿線のまちづくりを進めていく

等、適正な土地利用のコントロールを計画的に行っていく。 
・ また、道路整備により交通容量の拡大を行っても、ロードサイド型の施設立地により、

新設道路における渋滞を発生させる原因となっているため、円滑な道路交通を確保す

るためにも、土地利用規制と道路整備を連動させる必要がある。 

 
【交通】拠点間連携軸の強化 

・ 集約型都市構造への転換の効果としては、各拠点で提供する都市・生活サービスにつ

いて、各拠点間で相互に補完し合い、それぞれの拠点が都市としての魅力を維持・向

上させることができることである。 
・ 種々の施策により各拠点の魅力を高めるとともに、相互補完されたサービスを享受し

やすくするために、拠点間の移動の円滑化を図ることが必要である。 
・ 各拠点間の移動については、誰もが不自由なく移動できることが必要であることから、

公共交通での移動が大前提となる。 
・ 一方で、都市圏の公共交通については満足度が非常に低く、競合する自動車交通と比

較すると、移動に要する時間が長くなる傾向にある。 
・ そこで、拠点間を結ぶ公共交通について、移動に要する時間の短縮化に寄与する施策

を展開していく。 
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【交通】拠点（交通結節点）へのアクセス性向上 

・ 集約型都市構造のもとでは、拠点間相互の移動の円滑化を図ることが必要となること

から、居住地から 寄りの拠点への移動を円滑にすることにより、都市圏内のあらゆ

る地域へのアクセス性が向上する。 
・ そのため、拠点内の交通結節点へのアクセス交通（鉄道の端末交通）の利便性の向上

に資する交通サービスの向上を図っていく。 
 

【交通】拠点内周遊環境向上 

・ 拠点内に都市・商業施設等の集積を図ることで、魅力的な拠点形成を図っていく一方

で、それら施設のサービスを不自由なく享受できるようにするため、拠点内の周遊環

境の向上を図ることが必要である。 
・ 拠点内の周遊環境の向上にあたっては、拠点が徒歩で可能な広さであることから、徒

歩または自転車での移動を基本とし、それらの移動が安全・快適になるような施策を

展開していく。 
・ また、高齢者等の移動制約者に関しても、不自由なく移動することが可能となるよう、

移動経路のバリアフリー化や交通安全対策の充実など、それらの移動をサポートする

交通施策を展開していく。 
 

【交通】公共交通利用促進 

・ 集約型都市構造への転換は、人口減少・少子高齢化が進んでいく中で、持続性・継続

性のある都市経営を図っていくことが目的である。 
・ 一方で、公共交通に関しては、そのような都市構造を実現したうえで、県民一人一人

が公共交通を今まで以上に積極的に利用することも必要である。 
・ そのため、種々の公共交通のサービスレベルを向上する施策の実施と合わせ、県民一

人一人の力により、公共交通を守っていくという意識醸成（公共交通の利用促進）を

図っていく施策を展開していく。 
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7.2 個別施策の検討 

7.2.1 関連計画における個別施策の整理 

公共交通利用促進、交通弱者への対応等の施策が、土地利用施策と比較して多くなっている。

今後は、各市町におけるコンパクト＋ネットワークに資する計画（立地適正化計画、地域公共

交通網形成計画など）を注視しながら各拠点間の連携強化に資する施策についても、検討を進

めていく必要がある。 

 
表 7.1 関連計画における施策の整理一覧-1 

 
○：実施済、実施中  △：一部実施済、一部実施中  未：未実施 

※各市町の交通計画・土地利用計画についてのアンケート（H25.1.29 依頼）より 

市町 計画名 施策・事業

公共交通のバリアフリー △

交通弱者の移動手段の確保 ○

交通安全教育の実施 ○

モビリティマネジメントの実践、広報・啓発活動 ○

パーク&ライド(P&R)駐車場の整備 △

パーク&バスライド(P&BR)駐車場の整備 △

サイクル＆ライド(C&R)駐輪場の整備 △

サイクル＆バスライド(C&BR)駐輪場の整備 未

道路走行空間の再編と計画道路の整備 △

駐車場の料金対策 未

都心地域及び都心地域周辺部への自動車流入規制 △

鉄道新駅の設置 未

新交通システムの導入 未

交通結節拠点の整備 △

バスレーンの整備 未

バス利用のサービス向上 未

IruCaカードの利用の拡大 △

利便性の高い情報の提供 △

鉄道、バスの乗継の円滑化 未

バス路線の再編 未

航路・空路の活性化 ○

都心地域内の循環バスの導入 △

レンタサイクルポート、駐輪場施設の増強 ○

自転車ネットワークの整備と連携利用促進 △

適正な土地利用の促進 △

都市計画道路網の見直し △

高松市

高松市総合都市交通計画

高松市都市計画
マスタープラン
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表 7.2 関連計画における施策の整理一覧-2 

 

 

 
○：実施済、実施中  △：一部実施済、一部実施中  未：未実施 

※各市町の交通計画・土地利用計画についてのアンケート（H25.1.29 依頼）より 
 

市町 計画名 施策・事業

コミュニティバス路線再編事業 ○

路線バス見直し検討事業 未
乗合交通導入検討事業 ○

航路運行形態検討事業 ○
フリー乗降導入事業 ○

キス&ライド拠点形成事業 ○
バス停留所利用環境改善事業 ○

公共交通利用促進連携事業 未
公共交通情報共有事業 ○

運転免許返納支援事業 ○
都市再生整備計画（丸
亀市中心市街地）

街なか定住促進 ○

丸亀市都市計画マス
タープラン

集約型都市構造への転換 未

公共交通ネットワークの再編・連携・効率化 △
循環バスの導入 ○

乗合タクシーの導入 未
デマンドバス（タクシー）の導入 ○

フリー乗降の導入 未
情報案内提供の充実 △

駅・バス停等の交通結節点としての環境改善 未
車両の改善 △

各種サービスの導入 △
多様な主体の連携による運営 △

公共交通利用の啓発 △

坂出市

丸亀市

丸亀市地域公共交通
総合連携計画

坂出市地域公共交通
総合連携計画

広域ネットワークの形成 ○

地域ネットワークの形成 ○
公共交通体系の整備 ○

安全・快適な道路空間の整備 ○

安心して暮らせる環境整備 ○
国道・県道の整備要請 ○

市道の整備 ○

安全で快適な道づくりの推進 ○
安全な道路環境の整備・維持 ○

中心市街地活性化と連動する街路整備 △
旧市町間の連絡道路及び市道・橋梁の整備・更新の推進 △

のりあいバス等公共交通の充実 ○

広域交通網、準広域交通網の整備 ○
地域交通網の整備 ○

公共交通の整備、利用方針 △
歩行空間ネットワークの形成 △

交通安全対策の推進 △

環境負荷の軽減、景観への配慮 未
交通手段の確保 ○

土地の有効利用 ○
さぬき市都市計画マス
タープラン

都市計画道路・土地利用計画の検討 △

さぬき市生活交通ネッ
トワーク計画

地域内交通（コミュニティバス）の対応 ○

善通寺市都市計画マス
タープラン

第5次善通寺市総合計
画

さぬき市総合計画後期
基本計画

観音寺市総合振興計
画

観音寺市

さぬき市

善通寺市

観音寺市都市計画マス
タープラン
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表 7.3 関連計画における施策の整理一覧-3 

 

 
○：実施済、実施中  △：一部実施済、一部実施中  未：未実施 

※各市町の交通計画・土地利用計画についてのアンケート（H25.1.29 依頼）より 
 

市町 計画名 施策・事業

東かがわ市
瀬戸・高松広域定住自
立圏共生ビジョン

公共交通機関の利用促進 未

都市計画道路の見直し △
公共交通（コミュニティバス）の対応 ○
道路網の整備 △
公園の整備 未
水害防止対策 △
公共交通ネットワークの形成 △
交通施設のバリアフリー化 ○
地域幹線道路ネットワークの確立 未

綾川町
綾川町交通結節機能
強化計画

新たな広域的交通拠点の実現 △

公共交通機関の確保 △
交通安全の推進 ○

多度津町
多度津町都市計画マス
タープラン

公共交通への転換促進 ○

まんのう町地域公共交
通総合連携計画

デマンド乗合タクシーの運行 ○

まんのう町総合計画 土地利用構想 ○

第4次琴平町総合計画琴平町

まんのう町

三木町

三豊市都市計画マス
タープラン

宇多津町

三豊市

宇多津町都市計画マス
タープラン

三木町都市計画マス
タープラン
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7.2.2 対応方針を踏まえた追加施策の検討 

関連計画で既に提示されている施策に加え、集約型都市構造への誘導、集約型都市構造下

における快適な暮らしの実現に寄与する施策として、以下の施策を追加する。 

 

1) 土地利用施策 

(1) ライフステージの変化時の都心居住優遇措置 

拠点内への住み替えを促進するために、住み替え機会であるライフステージの変化時に

おいて、都心居住優遇措置を講じる。 

(2) 拠点内建築物のリノベーション 

拠点内の建築物に対してリノベーションを実施することで、拠点内の魅力を高め、都心

居住を促進する。 

(3) 拠点外の土地利用規制 

拠点外における土地利用のコントロールを講じることにより、都市機能の集積や都心居

住を促進する。 

(4) 拠点内の用途地域の設定 

拠点内に用途地域を設定することで、拠点内における施設立地の魅力を向上させ、都市

機能の集積や都心居住を促進する。 

 

2) 交通施策 

(1) JR およびことでんの運行本数の増便 

JR ：予讃線の高松～坂出区間、高徳線の高松～志度区間の運行本数の増便を図る。 
ことでん ：琴平線の高松築港～仏生山区間の運行本数の増便を図る。 

(2) バス専用レーン化 

広域拠点および広域拠点隣接地域拠点内のバスが運行する 6 車線道路（国道 11 号・国道

30 号）に関して、上下それぞれ 1 車線をバス専用レーン化する。 

(3) デマンドバス・乗り合いタクシー等、需要に応じたサービスの検討 

過疎地域や高齢化率の高い地域、公共交通空白地域において、持続可能な地域の足を確

保するために、地域の需要に応じて運行するデマンドバス・タクシーや乗合タクシー、地

域の自治会や NPO 等が主体となった新しい公共としての多用な移動手段の確保及び運営

を検討する。 

(4) JR‐ことでん間の乗継強化 

ピストン運行の「新たな交通モードの導入」や「動く歩道」等の検討を行い、移動時間の

短縮を図り、高松駅－高松築港駅間の乗継を強化する。 

(5) 基幹交通軸の結節機能強化 

鉄道ネットワークのミッシングリンクに関して、バス交通で結ぶことにより基幹的な公

共交通網の強化を図る。 

(6) JR に関する新駅整備 

予讃線の高松～香西駅間、高徳線の栗林～木太町駅間に新駅を整備に関し、公共交通（JR）

の利用促進の観点から検討を行う。 
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(7) 地域拠点内交通の確保 

拠点内の回遊性向上を図ることを目的に、拠点内の施設配置や広さに応じて、拠点内回

遊交通（バス）を運行する。 

(8) 道路空間の再編 

バス交通を始めとする公共交通機関が優先して走行できる道路空間の再編を検討する。 

(9) 都心環状道路整備 

広域拠点内を迂回する環状道路の検討を行い、通過交通の抑制を図る。 

(10) 広域拠点への流入規制 

広域拠点への通過交通の流入を抑制するために、バス専用レーン化等の道路空間の再編

による交通容量の縮小に加え、法定速度を抑えることにより、広域拠点内の道路の走行性

を低下させる。 

(11) 広域拠点内駐車対策 

広域拠点内駐車場利用に対して、駐車費用に関する抵抗を負荷する。 
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7.2.3 施策体系と施策の関係性整理 

本項で検討した施策体系と施策メニューとの関係性を整理したものを下図に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 施策体系と施策メニューの関係 

交通施策 

土地利用施策 
31.ライフステージ変化時の 

都心居住優遇措置（補助） 
拠点内居住の促進 

適正な土地利用 

コントロール 34.拠点内の用途地域の設定 

1. 新交通システムの導入 

20. ことでん本数増便（一部複線化）

9. 拠点内主要駅への 
アクセス街路整備 

11. 拠点内主要駅のバリアフリー化

12. バス車両のバリアフリー化 

6. 駅前広場整備（仏生山駅） 

5. ことでん新駅整備 

7. P&R・P&BR 駐車場整備 

13. 歩道整備 

14. 自転車専用道・レーン等整備

19. 

3. 路線バス再編（選択と集中） 

32.拠点内建築物のリノベーション 

4.  
22. デマンドバス・乗合タクシー等 

需要に応じたサービス検討 

23. JR-ことでん間の乗継強化 
   （高松駅-高松築港駅） 

拠点間連携軸 

の強化 

8. C&R 駐輪場の整備 

2. 都市計画道路網の整備 

33.拠点外の土地利用規制 

24. 基幹交通軸の結節機能の強化

拠点（交通結節点） 

へのアクセス性向上 

10. 空港へのアクセス性の向上 

26. 地域拠点内交通の確保 

<施策メニュー> 

既存施策 

<施策体系> 

追加提案施策 

30. 広域拠点内駐車対策 

25. JR 新駅整備 

拠点内周遊環境 

向上 

27. 道路空間の再編 

28. 都心環状道路整備 
（広域拠点通過交通抑制） 

15. 広域拠点内交通の確保 

16. 拠点内コミュニティサイクル 

公共交通利用促進 

17. 鉄道・バス・P&R 等間の 
  共通ICカード化による料金割引

18. モビリティマネジメントの実施 

21. バス専用レーン化 
（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点）

29.広域拠点流入規制 
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7.2.4 施策の事業主体と実施場所 

各施策に関する事業主体と実施場所に関する一覧表を以下に示す。 

 
表 7.4 想定される事業主体と実施場所 

 
※ここで示している事業主体は現段階の想定であり、確定しているものではない。施策の実施に際しては、各関係者間で十分に協議・調整・連携を行う必要がある。（第 8 章参照） 

実施場所

No. 施策案

広
域
拠
点

地
域
拠
点

コ
ミ
拠
点

拠
点
外

想定される事業主体

高
松
市

三
木
町

綾
川
町

丸
亀
市

善
通
寺
市

宇
多
津
町

ま
ん
の
う
町

琴
平
町

多
度
津
町

坂
出
市

観
音
寺
市

三
豊
市

さ
ぬ
き
市

東
か
が
わ
市

香
川
県
警

交
通
事
業
者

1 新交通システムの導入 ● ● ことでん・高松市 ● ●

2 都市計画道路網の整備 ● ● ● ● 各道路管理者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 路線バス再編（選択と集中） ● ● ● ● バス交通事業者・高松市 ● ● ●

4 コミュニティバス再編（選択と集中） ● ● ● 市町、バス交通事業者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 ことでん新駅整備 ● ● 高松市 ●

6 駅前広場整備（仏生山駅） ● 高松市 ●

7 Ｐ＆Ｒ・Ｐ＆ＢＲ駐車場整備 ● ● 地域拠点・コミ拠点該当市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 Ｃ＆Ｒ駐輪場の整備 ● 高松市 ●

9 拠点内主要駅へのアクセス街路整備 ● 地域拠点内各道路管理者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 空港へのアクセス性向上 ● 道路管理者（県）

11 拠点内主要駅のバリアフリー化 ● ことでん・ＪＲ ●

12 バス車両のバリアフリー化 ● ● ● ● 交通事業者 ●

13 歩道整備 ● ● 広域・地域拠点該当市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

14 自転車専用道・レーン等整備 ● ● 高松市 ●

15 広域拠点内交通の確保 ● 高松市 ●

16 拠点内コミュニティサイクル ● 高松市 ●

17 鉄道・バス・Ｐ＆Ｒ等間の共通ＩＣカード化による料金割引 ● ● ● ● 交通事業者 ●

18 モビリティマネジメントの実施 ● ● ● ● 全関係機関 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

19 ＪＲ運行本数増便（一部複線化） ● ● ● ● ＪＲ ●

20 ことでん本数増便（一部複線化） ● ● ● ● ことでん ●

21 バス専用レーン化（広域拠点+広域拠点隣接地域拠点） ● ● 道路管理者（国）

22 デマンドバス・乗合タクシー等需要に応じたサービス検討 ● 市町、バス交通事業者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23 JR-ことでん間の乗継強化（高松駅-高松築港駅） ● 交通事業者、県、高松市

24 基幹交通軸の結節機能の強化 ● 市町 ● ● ● ● ●

25 JR新駅整備 ● ＪＲ等

26 地域拠点内交通の確保 ● 地域拠点（市内） ● ● ● ● ● ● ● ●

27 道路空間の再編 ● ● 道路管理者（国・県）

28 都心環状道路整備（広域拠点通過交通抑制） ● 道路管理者（国・県）

29 広域拠点流入規制 ● 交通管理者（県警） ●

30 広域拠点内駐車対策 ● 高松市 ●

31 ライフステージ変化時等の都心居住優遇措置（補助） ● ● ● 地域拠点該当市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

32 拠点内建築物のリノベーション ● ● ● 地域拠点該当市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

33 拠点区域外の土地利用規制 ● 各市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

34 拠点内の用途地域の設定 ● ● ● 用途未設定拠点該当市町 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

戦
略
型
①

（
既
存
施
策

）

交
通

戦
略
型
②

（
追
加
施
策

）

交
通

土
地
利
用
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図 7.3 将来都市構造の比較イメージ図 
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7.3 施策実施による評価 

7.3.1 評価指標の設定 

1) 評価の視点 

都市交通マスタープランは都市の骨格形成に寄与することから、将来の都市像を実現する

上で重要な要素として位置づけられる。 
また、都市交通マスタープランの目標については、都市や都市交通の目指すべき方向を明

確にした上で、目標としてどのような項目を掲げるかが重要である。 
そこで、施策実施が、香川県が目指す将来都市構造である集約型都市構造に寄与している

かどうかを判断する視点に基づいて以下の評価指標を設定した。 

 
 
 【本都市圏における評価の視点】 【評価指標】 

 
図 7.4 評価の視点と指標 

 

1.都市の経営は効率的になっているか 

2.都市の活性化は図られているか 

3.都市の生活は便利になっているか 

4.公共交通の利便性は向上しているか 

5.安全性は向上しているか 

6.環境負荷は軽減されているか 

拠点内トリップ集中率 

目的別トリップ長 

公共交通利用者数 

事故件数 

CO2排出量 

7.施策全体としてプラスの効果となっているか 利用者便益 

都市経営コスト 
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2) 評価指標の設定 

先に挙げた 6 つの視点に基づいた評価指標の目標値を以下のように設定する。 

 
評価の視点 1：都市の経営は効率的になっているか（都市・地域経営） 

評価の考え⽅ 評価指標 

将来において健全な都市経営を図っていくためには、最低限、現状の

歳出/歳入比は維持することが求められる。 
都市経営コスト 

 
評価の視点 2：都市の活性化は図られているか（地域活性化） 

評価の考え⽅ 評価指標 

集約型都市構造が実現したと判断できる指標値としては、目的地を選

択する上で、自由度が大きい私用トリップに関して、多くの人が最寄の

拠点内で用を済ましているという姿を設定することが必要である。 

拠点内トリップ 
集中率 

 
評価の視点 3：都市の生活は便利になっているか（田園都市生活） 

評価の考え⽅ 評価指標 

集約型都市構造下では、拠点内に居住し、日常生活は拠点内、必要に

応じて広域拠点で用を足すという移動構造が目指す姿である。 
目的別トリップ長 

 
評価の視点 4：公共交通の利便性は向上しているか（交通網利便性） 

評価の考え⽅ 評価指標 

人口減少・高齢化社会の進行により、公共交通サービスの維持は困難

になることが想定されており、各種施策を実施することにより、公共交通

の利便性を向上させ、公共交通サービスの維持を図ることが必要であ

る。 

公共交通利用者数

（交通事業者便益）

 
評価の視点 5：安全性は向上しているか（交通安全） 

評価の考え⽅ 評価指標 

高齢者を中心に自動車利用から公共交通等への利用手段の転換を促

進し、交通事故の削減を図ることが必要である。 
事故件数 

 
評価の視点 6：環境負荷は軽減されているか（交通環境） 

評価の考え⽅ 評価指標 

自動車利用から公共交通等への利用手段の転換を促進し、CO2 排出

量の削減を図ることが必要である。 
CO2 排出量 

 
評価の視点 7：施策全体としてプラスの効果となっているか（総合評価） 

評価の考え⽅ 評価指標 

視点 1～6 は施策の個別ごとの評価であるが、施策を導入することでマ

イナスの影響をもたらす施策もあることから、施策全体としてプラスの効

果もたらしているか把握することが必要である。 
利用者便益 
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7.3.2 評価結果 

1) 結果の総括 

各指標の結果一覧を下表に示す。都市経営コストや公共交通利用者数では、趨勢時で悪化

するが施策を導入することで改善が図られているものの、現況値には及ばない結果となって

いる。また、拠点内トリップ集中率や事故件数、CO2排出量については、趨勢時で現況より

も改善されるが、施策を導入することでより一層の改善が図られている。施策導入による施

策全体としての効果は、プラスとなっており、施策導入は利用者にとって良い結果をもたら

している。 
総じて、今回提案した施策の導入により、一定の効果が得られることが予測された。 

 
 

表 7.5 各指標の結果一覧 

評価指標 現況 趨勢時 施策導⼊時 

都市経営コスト 
（歳出/歳入比） 

0.955 1.011 0.994

拠点内トリップ集中率 
（拠点内トリップ集中量/
全トリップ集中量） 

53.3% 53.7% 53.9%

目的別トリップ長 
（平均トリップ長） 

通勤：8.1 km
通学：3.8 km
業務：7.2 km
私用：4.4 km

通勤：7.9 km
通学：3.6 km
業務：7.0 km
私用：4.4 km

通勤：8.0 km
通学：3.7 km
業務：7.1 km
私用：4.4 km

公共交通利用者数 
（トリップ数） 
【交通事業者便益】 
（趨勢時からの増減） 

鉄道 ： 6.3 万トリップ

バス ： 2.3 万トリップ

－

鉄道 ： 5.5 万トリップ

バス ： 1.8 万トリップ

－

鉄道 ： 5.8 万トリップ

バス ： 1.5 万トリップ

【鉄道 ：+26 千万円/年】

事故件数 
（現況からの変化率) 

－ 10%低下 14%低下 

CO2 排出量 
（現況からの変化率） 

－ 0.4%低下 0.8%低下 

利用者便益 
（趨勢時からの増減） 

－ － +57 億円/年 

※趨勢時よりも、施策導入時でバスのトリップ数が減少しているが、現行はダイレクトに

アクセスできる状況にあるものの、フィーダー機能を重要視したために、鉄道乗継を図

ることが必要になり、さらに、鉄道サービスが十分に高くないことを含め、公共交通利用

の利便性が低下したためと考えられる。 
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2) 都市経営コスト 

・ 趨勢時には歳出/歳入比が 1 を超えているが、施策導入時により集約化が図られ、歳出費

の削減により、歳出歳入比は 1 を下回る状況となる。 

・ 現況と比較すると、施策導入時でも悪化している。 

 

 
図 7.5 都市経営コスト 

 
【試算イメージ】 

 
出典：「都市経営コスト算出のための標準試算モデル」国土交通省 都市・地域整備局 
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3) 拠点内トリップ集中率 

・ 拠点内トリップ集中率は現況と比較し、趨勢時・施策導入時ともに若干増加する。 

・ 現況と比較し、趨勢時・施策導入時ともに広域拠点・地域拠点の集中率は増加し、コミュ

ニティ拠点の集中率は減少している。 

・ 趨勢時には、拠点への集約化がゆるやかに進むが、施策を導入することで拠点への集約

化がより一層図られる。 

 
 

 
図 7.6 拠点内トリップ集中率 

 
 

  

 
図 7.7 拠点内トリップ集中量 
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4) 目的別トリップ長 

・ 現況と比較し、趨勢時、施策導入時ともに平均トリップ長は短縮しているが、短縮量はわ

ずかとなっている。 

・ 施策導入によるトリップ長の短縮効果ほとんどみられない。 

 

  
図 7.8 目的別平均トリップ長 

 

 

 

 

 
図 7.9 目的別距離帯別トリップ割合 
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5) 公共交通利用者数（交通事業者便益） 

・ 鉄道利用者数は施策を導入することで増加が図られるが現況と比較すると利用者は少な

くなっている。 

・ バス利用者数は趨勢時、施策導入時ともに現況と比較し少なくなっている。 

・ 施策を導入することで上記のように鉄道利用者は増加するため、鉄道事業者の収益は趨

勢時と比較して年 26 千万円の増収になると予測される。 

 
 

   
図 7.10 公共交通利用者数 

 
 

【算定式】 

 
 

交通事業者便益 B＝Bj－Bi 
Bi : 趨勢時の収益（	 （移動量 運賃）) 

    Bj : 施策導入時の収益（	 （移動量 運賃）) 
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6) 事故件数 

・ 将来、人口減少・少子高齢化により自動車利用者は減少することから、趨勢時でも交通事

故件数は 10%減少するが、施策を導入することで、事故件数を 4%削減することができる。 

 

 
図 7.11 事故件数の変化 

 

【算定式】 
自動車 OD 量をもとに、交通量配分を行い、交通量および速度等の関係から、「交通

事故減少便益の原単位の算出方法（平成 20 年 11 月）」に基づき、交通事故件数を算出

した。 

 
表 7.6 交通事故件数予測手法 

 
ここに 

Z1：単路事故件数（件／年） 

Z2：主要交差点事故件数（件／年） 

X1：走行台キロ（千台･km／日）=日交通量（千台／日）×リンク延長（km） 

X2：走行台・交差点数（千台･箇所／日）＝日交通量（千台／日）×主要交差点数（箇所） 
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7) CO2 排出量 

・ 将来、人口減少・少子高齢化により自動車利用者は減少することから、趨勢時でも CO2排

出量は僅かながら減少するが、施策を導入することで、CO2 は削減することができる。 

 

 
 

図 7.12 CO2 排出量削減に関する効果 

 
【算定式】 

主要指標算出マニュアル（H15：国土交通省）に基づき算出した。 

 

 

 
 
 

8) 利用者便益 

・ 都市圏のサービスレベルを貨幣換算し、趨勢時と比較すると、施策を導入することで年

57 億円のプラスになると予測される。 

 
【算定式】 

鉄道プロジェクトの費用対効果分析マニュアル（運輸省鉄道局）に基づき算出した。 

 
利用者便益=（趨勢時の貨幣換算値－施策導入時の貨幣換算値） 

※貨幣換算値とは移動時間や運行本数等の都市圏のサービスに対

して利用者負担を貨幣換算したもの（値が大きい＝サービス水準

が低い） 
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7.4 評価結果を踏まえた課題整理 

評価結果を踏まえ、施策実施による効果・課題について考察し、下表のとおり整理する。 

 
表 7.7 評価結果の考察と課題 

評価の視点 評価結果の考察 課題 

都市・ 

地域経営 

人口減少による税収減、超高齢化社

会による社会保障費の増加のため、歳

出・歳入比は上昇するものの、集約化

を図ることにより、効率的な都市経営に

寄与。 

歳出・歳入比が悪化することは防ぐことが困

難であるため、都市経営のより一層の効率

化、高齢者をはじめとする全都市圏民の健

康増進による社会保障費の削減を図ること

が効果的であり、集約型都市構造により歩い

て暮らせるまちづくりを目指すことが必要。 

地域活性化 

拠点へのアクセス性を高めることによ

り、拠点へのトリップ数の増加が図ら

れ、それにより都市の活性化が図られ

るものと想定される。 

拠点へのアクセス交通としては、依然として

自動車交通が突出して高く、快適な歩行者・

自転車通行空間の確保、拠点へアクセスす

る公共交通サービスのより一層の強化を図る

とともに、自動車利用から公共交通への転換

に向けた働きかけも必要。 

田園 

都市生活 

都市圏内トリップの平均距離は短縮し

ているが、集約型都市構造へ移行する

ことによるトリップ長の短縮効果はほと

んど見られない。 

短距離トリップ、比較的公共交通が充実して

いる拠点間移動においても自動車分担率は

突出して高いことから、公共交通の維持向上

を図るためのより一層の対策が必要。 

交通網 

利便性 

公共交通促進や集約化を図る施策に

より、公共交通利用の増加が図られ

る。 

人口減少により公共交通利用は増加しても

依然として少なく、自動車利用が主たる交通

手段であるため、公共交通サービスの向上

を図るとともに、自動車利用から公共交通へ

の転換に向けた働きかけも必要。 

交通安全 

交通環境 

各種交通対策により自動車分担率が

低下し、交通事故・環境排出ガスの削

減が図られることが確認できた。 

依然として自動車分担率は全年齢階層で高

く、高齢者ドライバーによる事故発生リスクは

現状以上に高まることが想定され、集約型都

市構造化における利便性の高い公共交通

の推進など高齢者対策の検討が必要。 

総合評価 
施策を導入することで、施策全体の効

果はプラスであることが確認できた。 

施策全体としてはプラスの効果であるが、各

施策の効果は弱く、上記の課題に対して対

策を実施することが必要。 

 
 

 

 

 

 

 

  

人口減少・高齢化社会の進行による都市経営等への影響は大きく、 

先の将来を見据えた場合、地域の活性化や交通環境の改善などを図るため、 

自動車以外の交通手段の利用を促進する交通体系の実現が必要 
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第8章 推進体制・役割分担の考え方及び施策実施の手順 

8.1 推進体制・役割分担の考え方 

8.1.1 施策推進にあたっての役割分担の方針 

 未来に向けたまちづくりを確実に進めていくためには、行政だけではなく、住民や公共

交通サービス等を担う交通事業者が、それぞれの役割を果たし、相互の連携を強化した

うえで、協働して交通システムを支える取組みを進めることが重要である。 

1) 推進体制・役割分担の考え方 

基本目標を実現し、持続可能な交通体系を構築するためには、移動の基盤を支える行政だ

けでなく、活動の主体である市民や公共交通サービス等を担う交通事業者が、それぞれの役

割を果たし、相互の連携を強化することが重要である。 
高松広域都市圏では、行政だけでなく、市民や地域団体、ＮＰＯ、企業、学生をはじめ、多くの主体

がまちづくりに取り組んでいる。 

このような取り組みや仕組みを活用しながら、各種施策を円滑に推進し、持続可能な交通体系を構

築する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8.1 推進体制・役割分担の考え方 

 

 

交通事業者 
・利用者ニーズを踏まえた 

公共交通サービスの向上 
・持続可能な経営努力 

 

行政 
・施策の立案、実施、支援 
・交通施設の利便性向上 
・利用促進施策の推進 

連携 

 

住民・企業 
・公共交通の積極的な利用 
・公共交通の利用者としての 

意識向上 
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2) 各主体の主な役割 

(1) 住民・企業 

【住民】 
・自動車を利用しなくても、移動に大きな支障が出なければ、積極的に公共交通を利用 

・公共交通を自分たちで守り育てる意識の向上 

・次世代の公共交通を担う子供たちに対し公共交通の重要性に関する教育 

・地域が主体となった公共交通の維持・確保に向けての検討 

【企業】 

・従業員、来客者が積極的に公共交通を利用できる取り組みの導入 

・エコ通勤、モビリティマネジメントの主体的な取組み 

(2) 交通事業者 

・利用者ニーズ等を踏まえた公共交通サービスの向上 

・公共交通を持続可能なものとするための経営努力 

・地域が主体となった公共交通の導入や公共交通利用促進活動への積極的な参画と協働 

(3) 行政 

・公共交通施策の立案 

・地域が主体となった公共交通導入への支援 

・道路等必要な交通施設の整備 

・公共交通の利用促進に関する施策の推進 
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3) 施策の役割分担事例 
 

取組み 概要 
主な主体 

実施自治体 
行政 

交通 
事業者

住民

バ
ス
の
利
便
性
向
上 

地域住民による

バス停の環境改

善 

地域住民が「バス・ボランティア・サポート

プログラム」制度を設立。ボランティアが

自宅最寄りのバス停留所の除雪や清掃

を定期的に実施するなど、地域団体、学

校等によるバス支援活動を実施、バス停

の環境改善を行っている。 

  ● 

珠 洲 市 、 神 戸 市

東 灘 区 住 吉 台 、

和 歌 山 市 、 紀 の

川市他 

既存施設の 

待合施設として

の活用 

中心部のバス停において、商工会館や観

光物産館の建物内をバスの待合いスペ

ースとして活用、商工・観光関係者と連携

してバス停の環境改善を行っている。 

  ● 

宮 崎 県 諸 塚 村 、

豊 田 市 、 福 井 市

他 

バスの行き先を

わかりやすくす

る 

県、市、バス協会及び交通事業者が連携

し、バス車両前面の行先表示を再編。方

面別に区分された記号と番号の組み合わ

せでの表示を実施し、どのバスに乗れば

いいのかをわかりやすくし、利用しやすく

する。 

● ●  

大 分 市 、 京 丹 後

市、東近江市、久

留米市他 

周
知
に
よ
る
利
用
促
進 

市広報紙の活用 市内の全世帯へ毎月送付される市広報

紙を活用して、実証運行開始１年前から

現在まで毎月欠かさず情報提供を行うこ

とによって、コストをかけずに定期的なコミ

ュニケーションを実現、多くの市民のバス

認知度を向上。 

●   

大 竹 市 、 京 丹 後

市、上田市他 

タウン誌の活用 地域に多くの読者を有するタウン紙を活

用して情報提供を行うことによって、効率

的な広報を実施。 

  ● 
京 都 府 、 松 江 市

他 

交通教育 公共交通に関する啓発、教育に資するた

め、小学生向けの公共交通に関する副読

本を作成し、各学校に配布 

●   
栃木県 

バスマップを作

る 

市内のバス路線をわかりやすく１枚にまと

めた「どこでもバスマップ」を地元の市⺠
団体が作成、複数の事業者が運営する

すべての路線を網羅し、１日の本数や運

賃などもわかりやすく示すことで、利用し

やすくする。 

 ● ● 

松江市、大分市、

和 歌 山 市 、 新 潟

市、岡山県他 

持
続
的
な
鉄
道
・バ
ス
の
運
行 

サポーター制度

の導入 

 年会費 1,000 円を支払うことによって、鉄

道の乗車券を１割引で利用できる特典が

あるサポーター会員制度を導入、マイレ

ール意識の向上と利用促進を図る。 

 公共交通の車両デザインをより注目を集

めるものに改善、改装にかかる資金の調

達のため１口 1,000 円のサポーターを募

集、およそ 1,100 万円の寄付金を集め、地

域支援のもと列車改装を実現。 

  ● 

福井市、京都府、

京 都 市 、 和 歌 山

市、紀の川市他 

自治会費を運営

費に充当 

利用者を自治会の構成員に限定した上

で、運賃ではなく、自治会費によって運営

費を賄うことで、利用者以外も含めた地域

全体で支え､マイバス意識の向上と利用

促進を図る。 

  ● 

川崎市、新潟市、

弘前市他 

住⺠が回数券購

⼊・協賛⾦ 

供出 

地域自治会の全世帯が回数券を購入し

たり住民協賛金を供出して運営費の⼀部

とすることで、利用者以外も含めた地域全

体でバスを支え、マイバス意識の向上と

利用促進を図る。 

  ● 

山口市、長岡市、

新 潟 市 、 弘 前 市

他 
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8.2 施策実施手順 

8.2.1 施策実施手順の考え方 

各施策の実施策効果の大きさによって、優先順位や実施手順を設定しても、施策実施にあた

ってのコンセンサスが得られなければ、実施できない。 
そこで、現在、実施に向けての検討が進められている施策からスタートするものとし、施策

メニュー相互の関係性や、ステークホルダーの多さや導入に伴う規制の有無等を勘案し、概ね

の施策実施手順を設定する。 
また、立案した施策メニューは、土地利用に関わる施策と道路ネットワークや、公共交通の

利便性向上・利用促進などの交通施策があり、そのうち、交通施策については、公共交通のサ

ービスレベル向上に資する施策と、道路交通に関するサービスレベル向上に資する施策があ

る。施策の実施手順の違いにより、「公共交通のサービスレベルは向上したが、行きたい場所

にアクセスできていない」、「拠点は活性化したが、その場所へアクセスする交通手段の利便

性が低い」、「道路交通が円滑化した一方で、公共交通のサービスが上がっていないので、ま

すます公共交通利用者数が減少する」等、将来の目指す交通体系と異なるアウトプットが生じ

ることが想定されるために、施策実施手順の違いによる効果の違いを分析することが必要で

ある。 
そこで、施策メニュー相互の関係性等を整理の上、考えられる施策実施手順に関する効果を

検証し、施策実施順序を設定する。 

 
<「施策メニュー相互の関係性」・・・> 

立案した個別施策メニューについて、都市計画道路整備などの単独で実施できる施策

と、新駅整備を受けた運行本数の増便等、施策相互の連携により、実施できる施策とがあ

る。 
そのため、施策実施にあたっての実質的な期間・スケジュールを考慮することが必要

であるため、立案した施策メニューについて、相互の関係性を整理する。 

 
<「ステークホルダーの多さ」・・・> 

施策実施にあたっては、周辺住民・事業所、交通事業者、公共交通等利用者など、多く

のステークホルダーが存在する。施策を実施するためには、そのステークホルダーの方々

との合意形成が不可欠であり、その種類が多いほど、その事業は複雑化するものと判断

できる。 
ステークホルダーとの関係性が複雑なほど、合意形成に必要な期間は長くなることが

想定されることから、個別施策ごとにそれらを考慮して、施策実施手順を検討する。 

 
<「導入に伴う規制」・・・>  

立案した施策メニューの中には、「拠点流入規制」や「バス専用レーン化」などの規制

を伴うものもあり、それらについては、交通管理者との協議が必要となる。 
したがって、導入に伴う規制の有無を考慮して、施策実施手順を検討する。 
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8.2.2 施策実施手順の検討 

1) 土地利用施策に関する考察 

拠点内への居住・施設立地誘導策及び拠点外の土地利用抑制を図ることにより、拠点を目

的地とする移動は増加することが推察される。 
しかしながら、種々の交通施策が整わなければ、人の移動ルートが変わるだけであり、公

共交通を軸とした都市構造に発展することはないものと考えられる。 
したがって、拠点機能強化だけでなく、拠点へのアクセス性向上や拠点間相互の連絡強化

など、公共交通の利便性向上に寄与する施策を並行して実施していくことが必要である。 

2) 拠点間・拠点内・拠点内外のアクセス性向上に資する 

公共交通のサービスレベル向上施策に関する考察 

公共交通のサービスレベルを向上しただけでは、 も便利な交通手段である自動車に競合

することは困難であり、サービス向上に必要な費用に対して、得られる便益は小さいものと

考えられる。 
また、自動車利用の抑制にも資する道路空間再編や広域拠点内駐車対策、流入抑制策によ

って、自動車利用の抑制を図り、公共交通利用への転換を促進することが必要である。 
一方で、自動車でのアクセスが不便な地域に対して、鉄道等の他交通手段を利用してまで

来訪するほどの公共交通の利便性が広域拠点全域に備わっていないことから、そのような施

策を一方的に講じた場合、それに対する反対者からの不満や、自動車の利用が抑制されない

他の地域への目的地変更などの動きが発生することから、それら施策については、拠点の魅

力向上と合わせて行うことが必要である。 
また、バス施策について、集約型都市構造を支えるための、バスネットワークの大幅な再編

にあたっては、これまでバス一本で移動することができた移動に対して、鉄道の乗継が必要と

なるため、乗継抵抗が大きい場合には、バス利用が不便になる場合も生じる。そのため、バス

で行きたいところに行くことができるよう、目的地となる種々の施設の拠点内への集積を図

ることが、拠点を基点とするバスネットワークの再編には必要不可欠であるものと考えられ

る。一方で、バス利用者は現状として少なく、バスの継続的な運行にあたっては、バス運行の

効率化を図ることが喫緊の課題となっている。したがって、バスの利用状況を踏まえ、集約型

都市構造を支えるネットワークへの再編を弾力的に図っていくことが必要である。 
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8.2.3 施策実施手順 

前項までの考察を踏まえ、施策の実施手順を以下の通り設定する。 
なお、本項で設定した実施手順については、都市圏全体でみた場合に望ましいと考えられる

手順であり、本計画を受けて各市町等で検討するアクションプランにおいては、地域の現状や

将来動向を踏まえ、集約型都市構造への移行を前提として、柔軟に実施手順を立案することが

望ましいものと考える。 

 
 

 
図 8.2 施策実施手順 

 
 

 


